
水道事業を健全かつ安定的に運営していくために、以下のとおり水道料金の改定を予定しています。

水道料金の改定に向けて

１ 主な改定予定内容

現行料金から約３５．２％増の改定が必要となります。

ただし、使用者の急激な負担増を緩和するため、２段階での改定を予定しています。

１回目 令和７年４月検針日以降 現行料金から約２５％増の改定（２年間）

２回目 令和９年４月検針日以降 現行料金から約３５．２％増の改定
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約２５％増改定

＊今回は下水道使用料の改定はありません。

１



２ 料金改定の主な理由

２ 老朽化する施設の更新

１ 給水収益の減少

給水収益は、給水人口の減少や節水機器の普及などにより減少傾向にあります。

事務の効率化や業務の民間委託など経費削減に努めてきましたが、このままでは令和８
年度に財源が不足する見通しとなっています。

水道施設や水道管の老朽化が進行しており、将来にわたって安定的に水道水を供給して
いくためには、更新を着実に進めていく必要があります。

新浄水場 完成イメージ

老朽化した西古泉水源地を更新するため、

新たに浄水施設及び配水池等を整備しています。

完成は令和７年度末を予定しています。

２



（１ヶ月分 税込）新しい料金表案

３ 料金表の主な変更内容

１ 料金体系の見直し

料金体系を用途別体系から口径別体系に見直します。

２ 基本水量の見直し

基本水量を10㎥から８㎥に見直します。

３ 水量区画の見直し

従量料金の水量区画を３段階から５・６段階に見直します。

３



（１ヶ月分 税込）４ 料金比較表

水道は住民生活や社会経済活動に欠かすことのできない重要なライフラインです。

将来にわたり安全でおいしい水の安定供給に向けて取り組むため、使用者の皆様
にはご負担をお願いすることとなりますが、より一層の経営努力やサービス向上に
努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

４



住民説明会でいただいた主なご質問について

Ｑ１ 料金改定後の財政収支はどのような見通しになりますか？

Ａ１ 令和８年度から予想された累積赤字は改善され、その後も利益の積立ができる見通し

となっています。なお、利益分は水道管などの更新費用の原資として確保します。

Ｑ２ 今回の値上げにより当面は値上げの必要はないですか？

Ａ２ 今回の料金改定の算定期間は、令和７年度から１１年度までの５年間です。

そのため、今後も給水人口や給水収益の推移のほか、物価上昇や社会情勢の変化など

を踏まえ、概ね５年毎に水道料金の見直しの必要性について検討を進めていきます。

Ｑ３ 今回の料金改定の内容は今後の給水人口や使用水量の減少傾向を考慮したものですか？

Ａ３ 今後の給水人口や水需要の予測については過去１０年間の推移を基に行っており、そ

れぞれ減少傾向の結果を踏まえた改定内容となっています。



住民説明会でいただいた主なご質問について

Ｑ４ 水量区画を３段階から５・６段階に見直すのはなぜですか？

Ａ４ 水量区画とは従量料金の水量枠のことです。従量料金は使用水量が多くなるほど料金

単価が高くなる料金制を採用しており、水量区画を５・６段階に細分化して、より使用

水量に応じたご負担をお願いするため水量区画を見直します。

Ｑ５ 老朽化する水道管の更新（耐震化）はどのように進めていくのですか？

Ａ５ 町内の水道管の総延長は、現在のところ約１９３ｋｍです。

その内、耐震化できている水道管は約２５％です。

今後も計画的に水道管の耐震化を進めていきます。

Ｑ６ 新しい浄水場は将来の給水人口や使用水量の減少傾向を考慮した施設規模ですか？

Ａ６ 施設計画において将来の水需要の減少傾向は考慮しています。ただし、給水人口の多

い市街化区域を給水対象としていることや緊急時における給水拠点としての機能を考慮

しており、安全で安心な施設規模としています。

Ｑ７ 水道料金を値上げすると下水道使用料も値上げになりますか？

Ａ７ 今回は下水道使用料単価の改定はありません。

下水道使用料の計算方法は、水道の使用水量×下水道使用料単価です。

Ｑ８ 給水収益の不足分は税金から補てんはしないのですか？

Ａ８ 水道事業経営は公営企業会計の原則に基づき独立採算制で行っており、水道料金等の

事業収入により経営を行っています。


